
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月２５日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

歯科用スパチュラ加熱器

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　歯科医及び歯科技工士が歯のモデル（ロウ製）を製作するときに使用するスパチ
ュラ（金属製のヘラ、フック状等の小道具）を電磁誘導により加熱する装置であ
る。

○構造、仕様、意匠
　　定格：１００Ｖ、１０～１００Ｗ、５０／６０Ｈｚ

○ 主な使用者、販売先
歯科医、歯科技工士

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電熱器具の「その他の工作用又は工芸用の電熱
器具」として取り扱う。

（理由）
　電磁誘導加熱により工作を行う器具であることから、「その他の工作用又は工芸
用の電熱器具」として取り扱うのが妥当と判断する


